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文書番号 1370 課長会議 
会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 

決裁期日 平成１９年１０月１９日

名 称 課長会議（10月臨時①）会議録 

日 時 平成１９年１０月１８日 午前１１時～午後１時３０分(昼食休憩有) 

場 所 上富良野町役場 3階第 3会議室 

出席者 

町長、副町長、会計管理者、課長職(４課長代理・午前午後延 6人) 延 20 人 

説明員 ２名 事務局 1人  （別紙のとおり） 

※ 課長職には上川南部消防事務組合２名を含む     延合計２３人 

内 容 

◎ 町長あいさつ 

 ・本日は、平成２０年度予算の編成が主要議題になっているが、国の地方財政に関する方針が

まだ出されておらず、地方交付税等が未定の状況の中で検討いただくことになる。 
 ・平成２０年度は、第４次総合計画の最終年次であるが、行財政改革アクションプランも最終

年次に重なっており、歳入＝歳出を基本とした均衡ある財政の確立を目指していくので、バ

ラ色の予算編成とはならないことを承知してもらう。平成１９年度予算においては基金に頼

らない編成を主軸にしたが、平成２０年度においては更に一層取り組みを強めてもらいたい。

歳入面では町税や交付税の減額が試算されていることから、歳入減は歳出のスクラップによ

らざるを得ず、行政評価システムの活用により適正な要求に繋げてもらいたい。 
 ・本日議題にもあるが、まちづくりトークの日程が決まり、できる限り多くの町民の参加を望

んでいる。町民に説明責任を果たしコンセンサスを得るべき行政課題として、町立病院の今

後、富良野地区広域連合、自治基本条例などが挙げられるが、今回は町立病院と広域行政を

テーマに実施するので、職員全体が町民参加を促進するための英知を尽くして、実のあるト

ークとしてもらいたい。 
 
進行：副町長 

 
１ 平成２０年度の予算編成について【総務課】＜別添資料参照＞ 

 総務課長：１０月末の課長会議で予算編成方針を定め、１１月１２日開催の予算編成会議にお

いて職員に指示を行なう日程となっている。編成方法は昨年と同様に、一般会計財政見込

みに基づいて、枠配分方式よることとしている。細部については、担当から説明を行う。 
 企画財政班北川主査：一般会計財政見込み及び人件費見込みについて、資料に基づいて説明。

なお、人件費見込みについては、人事院勧告分と現在職員組合と提案協議中の内容につい

ては含んでいない。 
 企画財政班石田主幹：平成１９年度の枠配分方式の見直し点を含めて、平成２０年度の予算要

求方法について、資料に基づいて説明。 
 町長：問題点を随時指摘、修整を行ないながら、枠配分方式を予算編成手法として継続してい

く。しかし、平成１９年度の編成結果や予算執行率を見ると、まだ真水を絞りきっていな



い部所も見受けられることから、款別、項別枠配分など、検討すべき部分はある。 
≪質疑応答≫ 
・施設等維持管理分については前年比 95％と配慮されているが、その他項目の 90％部分には
人件費を主体とした業務委託が含まれており、かなり厳しい削減目標となっている。また、

複数年契約のものについても削減対象となるのか。⇒厳しい数値であることは理解している

が、課･班単位の中で全体的に吸収する方法、業務自体の見直しや基本的な仕事のやり方を変

える知恵を出してもらいたい。 
・一般財源に調整交付金含んでいるか。⇒今回示した枠配分方式においては含んでいない。 
・施設の 95％の削減率は予算の執行率を見込んだものなのか。⇒施設維持管理関連予算の執行
率は 96％前後であり、光熱水費の削減で吸収可能な部分と考えている。 
・枠配分対象から除外する事業については別途査定となっており、別査定として枠外にしても

らいたいというのが多くの職員の意向だと思うので、枠外・枠内の基準を明確にすべき。⇒

町長：全て枠内事業として対応するのが基本であり、枠外とする事業は私に政策判断を求め

るものなので、よほどの覚悟で臨んでもらいたい。 
・新規事業の扱いはどうなるのか。⇒新規事業は政策判断を要するので、枠外として扱う。 

 
 企画財政班北川主査：平成２０年度予算編成に係る一連のスケジュールについて別紙により説

明。 
≪質疑応答≫ 
・一般会計から繰り出しのない特別会計(ラベンダーハイツ)についても予算関連調査の提出を要
するか。⇒提出の必要はない。 
・設備保守等で隔年等実施周期を定めているものがあるがどのように扱うのか。⇒隔年等であ

っても新規の扱いではなく、経常的維持管理経費の中で処理すること。 
 
２ その他 
（1） まちづくりトークの開催について【町民生活課】 
 町民生活課自治推進班谷口主査：まちづくりトークを次のテーマ・日程で実施する。10 月 25

日広報お知らせ版で町民周知をするほか、グループウェア掲示板で周知のとおり、郵便等

発送物に「お知らせラベル」を貼るよう全部所に依頼をしており、少しでも多くの参加者

を得るよう協力を願いたい。 
 
 テーマ：町立病院の病床転換と広域行政 
  開催日 11月 12日（月） 社会教育総合センター（集会室） 
      11月 14日（水） 泉栄防災センター（大会議室） 
      11月 15日（木） セントラルプラザ（集会室） 
 時 間 午後 7時～9時 
 
（2） 住民会長懇談会の開催について【町民生活課】 
 町民生活課自治推進班谷口主査：例年 4月と 1月の２回、住民会長懇談会を実施しているが、

自治活動奨励補助金の執行状況や当面する行政課題があるので、11月5日に懇談会を開く。
各課からの協議事項のとりまとめを添付文書のとおり依頼するので期日まで提出願いた

い。 
 
 開催日時 11月 5日 午後 1時 30分～午後 3時 30分 
 場  所 消防 2階大会議室 
 案件案 ①平成 20年度住民会交付金試算（9月末住基に基づく） 
      ②奨励活動補助の状況 
      ③課題（病院・広域・自治基本）の説明とまちづくりトークの参集依頼 
 

【以上 13時 30分終了】 


